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 固定資産税は、市町村を支える基幹税目として重要な役割を果たしてきてお

り、固定資産税制度や資産評価に対する納税者の関心は近年ますます高まって

おります。当評価センターは、昭和53年５月設立以来、調査研究事業を主要事業

として位置付け、その時々の固定資産税を巡る諸課題をテーマに、学識経験者、

地方公共団体の関係者等をもって構成する研究委員会を設け調査研究を行って

まいりました。 

2025(令和７)年度は３つの調査研究委員会を立ち上げ、固定資産税制度、固定

資産評価制度に関して専門的な調査研究を行ってまいりましたが、このうち家

屋に関する調査研究委員会においては、家屋の評価データの収集・分析、評

価基準の改正に向けた検討に対する家屋評価システムの有用性の整理、ＢＩ

Ｍ等の建築分野のデジタルデータの活用に関する課題の絞り込みを行いまし

た。今後、評価手順の確認・整理を行うことなどを通じて、更なる検討を続

けてまいります。 

ここに、今年度の調査研究結果がまとまりましたので、研究報告書として公表

する運びとなりました。熱心にご研究、ご審議いただいた委員の皆様や関係の

方々に対し、心から感謝申し上げます。 

 当評価センターは、今後とも、所期の目的にそって、事業内容の充実を図ると

ともに、地方公共団体等に役立つ調査研究に努力をいたす所存でありますので、

地方公共団体をはじめ関係団体の皆様のなお一層のご指導、ご支援をお願い申

し上げます。 
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家家屋屋にに関関すするる調調査査研研究究委委員員会会  

【【審審  議議  経経  過過】】 

 

 

○第１回〔2025(令和７)年６月１７日（火）〕 

（議題）（１）令和７年度の研究テーマについて 

  （２）資料作成業務等の委託について 

  （３）その他 

 

 

○第２回〔2025(令和７)年８月２９日（金）〕 

（議題）（１）評価システムと基幹システムの整理について 

  （２）自治体の評価の流れについて 

（３）HOUSASの機能について 

（４）東京都におけるデジタル化の取組について 

 

 

○第３回〔2025(令和７)年１１月１７日（月）〕 

（議題）（１）家屋評価におけるＢＩМデータの活用について 

  （２）その他 

 

 

○第４回〔2026(令和８)年１月７日（水）〕 

（議題）（１）固定資産税評価におけるデジタル技術の活用と課題の整理 

（２）「Facility Data Hub」固定資産管理サービスについて 

（３）その他 
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（議題）（１）家屋に関する調査研究報告書（案）について 

（２）その他 
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ⅠⅠ  調調査査研研究究のの目目的的  
 
固定資産税における家屋評価については、納税者や自治体から簡素化や合理化を求め

る声が多く寄せられており、当委員会ではこうした声に対応すべく研究を行ってきてい

る。 
家屋評価の更なる簡素化・合理化を進めるに当たっては、自治体における実際の評価

データを収集し、その分析を行うことが必要である。そこで、自治体の評価データの収

集などに有用と考えられる、民間ベンダーが開発した家屋評価システム（以下「家屋評

価システム」という。）の現状の機能などを把握し、その活用に向けた方策について検討

することとした。 
また、同じく家屋評価の更なる簡素化・合理化に向け、建築分野におけるＢＩＭなど

の活用状況を把握した上で、当該デジタル技術を家屋評価事務にどのように活用できる

かといった将来像と、それによる課題の整理を行うこととした。 
 
 
ⅡⅡ  現現状状とと課課題題  

 
１ 家屋評価システムの活用について 
家屋評価システムについては、令和５年度に総務省において実施したアンケート調

査において、既に多くの自治体で導入されていることが確認できた一方、導入に至っ

ていない自治体もあることが確認された。 
家屋評価システムを導入していない自治体においては、自治体ごとに表計算ソフト

で計算プログラムを組むなどして、家屋の評価額を算出している状況にある。このた

め、固定資産評価基準（以下「評価基準」という。）の改正が行われた際には、自治体

の担当者自身で計算プログラムを改修しなければならず、作業の効率化や誤り防止の

観点から課題が多い状況にあると考えられる。 
また、評価基準の改正を検討するに当たっては、例えば標準量の改正などを検討す

る場合、自治体に既存家屋の評価データの提供を求めた上で、当該評価データについ

て統計的手法により分析を行う必要があるが、多くの評価データを搭載している家屋

評価システムを活用することで、当該作業が効率化される可能性があり、家屋評価の

簡素化・合理化に向けた検討の加速化にもつながると考えられる。 
これらのことから、家屋評価システムの現状の機能などを把握して、その活用に向

けた方策を検討することとしたものである。 
 
２ 家屋に関するデジタルデータの活用について 
建築分野での活用が進んでいるＢＩＭなどを家屋評価に活用することについては、

過去の（一財）資産評価システム研究センターの報告書である、平成 30 年度資産評価
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システムに関する調査研究「家屋評価における情報化技術の活用可能性について」1（以

下、「Ｈ30報告書」という。）および「民間事業者が保有するＢＩＭデータから非木造

家屋の固定資産評価に必要な数量情報の算出を行う手法の研究＜2024(令和６)年３月

＞」（早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科 准教授 石田航星）2（以下、「Ｒ５

報告書」という。）において検討がなされており、それらの報告書においては、様々な

課題も指摘されているところである。 

一方、自治体からは、家屋評価従事職員数が減少傾向にあること、建築物の大規模

化・複雑化の影響により一棟あたりの評価所要時間が増加傾向にある、という声もあ

り、その影響から家屋評価事務におけるデジタル化の更なる促進が必須となっている。 

そこで、ＢＩＭをはじめとするデジタルデータの建築分野における活用状況などを

改めて把握した上で、家屋評価への活用について、現時点で考えうる将来像と、それ

による課題を整理することとしたものである。 
  

 
1 https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/h31_all/h31_report_system.pdf 
2 
https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/2023_r5_all/2023_r5_report_bimreserch.pdf 
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ⅢⅢ  家家屋屋評評価価シシスステテムムのの活活用用  
 
現在多くの自治体において家屋評価システムが導入されているが、その機能など、家

屋評価システムの状況について改めて確認を行った上で、自治体の立場からの活用と評

価基準の改正を検討する立場からの活用の双方について検討を行った。 
 
 １ 家屋評価システムの普及状況 
 （１）家屋評価システムの概要 

「家屋評価システム」という用語に明確な定義はないが、一般的には、図１に示す

家屋評価の仕組みのうち、主に赤枠で囲まれた新増分の再建築費評点数を算出する

ためのシステムであるということができる。赤枠で囲んだ部分以外は、基本的には、

新築時または増改築時に付設した再建築費評点数に各種補正率を乗じることで評価

額の算出を行う部分であり、主に税務システム（地方公共団体の基幹業務システム

のうち、本報告書では固定資産税のシステムを指す。）を用いて計算が行われる3。 
なお、当該税務システムについては表１のとおり標準化に向けた取組が進められ

ているところであるが、家屋評価システムについては、現在のところ、サブシステム

のひとつとして位置づけられていることから表２のとおり標準化の対象外となって

おり、各ベンダーにおいて、様々な機能を有するシステムが開発されている。 
 

 
図１ 家屋評価の仕組み 

 
3 新増分の再建築費評点数の算出（赤枠部分）に加えて各種補正率による計算を行い、評価額を算出で
きる家屋評価システムも存在する。 

－3－
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表１ 地方公共団体の情報システムの標準化に向けた基本方針 

地方公共団体情報システム標準化基本方針 

第２ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標に関する事項（標準化法第

５条第２項第１号） 

2.1 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義 

○ 我が国は、行政サービスの多くを地方公共団体が提供しており、それらを支える地方公共団

体の基幹業務システムは、これまで、地方公共団体が個別に開発しカスタマイズをしてきた結

果として、次のような課題を抱えている。 

(1) 維持管理や制度改正時の改修等において地方公共団体は個別対応を余儀なくされ負担が

大きいこと 

(2) 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まないこと 

(3) 住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しいこと 

○ このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化

基準（標準化法第６条第１項及び第７条第１項に規定する標準化のために必要な基準をいう。

以下同じ。）に適合する基幹業務システム（以下「標準準拠システム」という。）の利用を義務

付け、標準準拠システムについてガバメントクラウド（デジタル社会形成基本法（令和３年法

律第 35 号）第 29 条に規定する「全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第

四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用する

ことができるようにするための国による環境の整備」としてデジタル庁が 6.1.1 に規定する

とおり整備するものをいう。以下同じ。）を利用することを努力義務とする標準化法が令和３

年（2021 年）５月に成立し、標準化法に基づき、地方公共団体の基幹業務システムの統一・

標準化を推進することとしている。 

出所：地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年 12月） 
※ 引用部分の下線は原文にはなく、本報告書で説明の便宜上付加したものである。以下、本報

告書において同様である。 

 
表２ 税務システム標準仕様書における固定資産税評価の取扱い 

第３章 機能要件 
３－２ 機能要件 
〇固定資産税 
固定資産税に係る事務のうち、課税標準額の計算を含む課税計算に係る要件等を本仕様書の対象

とし、土地評価及び家屋評価に係る要件（評価調書の作成・発行、評価額の計算など）については

本仕様書の対象外としている。 
出所：税務システム標準仕様書【第 5.0版】（令和７年（2025 年）８月 29 日）自治体システム等

標準化検討会（税務システム等標準化検討会） 
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表１ 地方公共団体の情報システムの標準化に向けた基本方針 

地方公共団体情報システム標準化基本方針 

第２ 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義及び目標に関する事項（標準化法第

５条第２項第１号） 

2.1 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の意義 

○ 我が国は、行政サービスの多くを地方公共団体が提供しており、それらを支える地方公共団

体の基幹業務システムは、これまで、地方公共団体が個別に開発しカスタマイズをしてきた結

果として、次のような課題を抱えている。 

(1) 維持管理や制度改正時の改修等において地方公共団体は個別対応を余儀なくされ負担が

大きいこと 

(2) 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まないこと 

(3) 住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しいこと 

○ このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化

基準（標準化法第６条第１項及び第７条第１項に規定する標準化のために必要な基準をいう。

以下同じ。）に適合する基幹業務システム（以下「標準準拠システム」という。）の利用を義務

付け、標準準拠システムについてガバメントクラウド（デジタル社会形成基本法（令和３年法

律第 35 号）第 29 条に規定する「全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第

四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用する

ことができるようにするための国による環境の整備」としてデジタル庁が 6.1.1 に規定する

とおり整備するものをいう。以下同じ。）を利用することを努力義務とする標準化法が令和３

年（2021 年）５月に成立し、標準化法に基づき、地方公共団体の基幹業務システムの統一・

標準化を推進することとしている。 

出所：地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６年 12月） 
※ 引用部分の下線は原文にはなく、本報告書で説明の便宜上付加したものである。以下、本報

告書において同様である。 

 
表２ 税務システム標準仕様書における固定資産税評価の取扱い 

第３章 機能要件 
３－２ 機能要件 
〇固定資産税 
固定資産税に係る事務のうち、課税標準額の計算を含む課税計算に係る要件等を本仕様書の対象

とし、土地評価及び家屋評価に係る要件（評価調書の作成・発行、評価額の計算など）については

本仕様書の対象外としている。 
出所：税務システム標準仕様書【第 5.0版】（令和７年（2025 年）８月 29 日）自治体システム等

標準化検討会（税務システム等標準化検討会） 
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 （２）自治体における家屋評価システムの導入状況 
令和５年度に、総務省において、全国の自治体を対象とした、家屋評価システムの

導入状況などに関するアンケート調査4を行っている。当時のアンケートのうち、今

年度の調査研究に関連する部分の集計結果を示すと以下のとおりである。 
 

表３ 家屋評価システムの導入状況（市町村（固定資産税）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 家屋評価システムの導入（市町村（固定資産税）） 

 
 

 

 

 

 

 
4 令和５年度家屋に関する調査研究「家屋評価における諸課題の検討」（（一財）資産評価システム研究
センター）P.31～P.47 

https://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/pdf/2023_r5_all/2023_r5_report_kaoku.pdf 
なお、東京都は、不動産取得税に加え特別区内における固定資産税についても担当していることか

ら、重複をさけるために集計上は「市町村（固定資産税）」に含め、「都道府県（不動産取得税）」から

は除外されている。 

市町村区分 導入している 導入していない 合計

特別区・政令市 20 1 21

中核市 62 62

その他の市 690 20 710

町村 655 271 926

合計 1,427 292 1,719
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表４ 家屋評価システムの導入状況（都道府県（不動産取得税）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 家屋評価システムの導入状況（都道府県（不動産取得税）） 

 

 

表５ 家屋評価システムを導入している市町村における職員数 

 

※最頻値を黄色で着色しており、以下同様である。 

 

表６ 家屋評価システムを導入していない市町村における職員数 

 
 

都道府県 導入している 導入していない 合計

都道府県 21 25 46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

特別区・政令市 3 6 4 4 3 20

中核市 2 3 2 7 40 6 2 62

その他の市 14 117 96 124 78 74 35 58 25 27 41 1 690

町村 4 194 306 96 37 8 7 1 2 655

合計 4 208 423 192 161 88 81 36 61 27 34 83 10 6 6 4 3 1,427

市町村区分

職員数

合計

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

特別区・政令市 1 1

中核市

その他の市 2 6 4 1 1 4 2 20

町村 3 94 131 32 10 1 271

合計 3 96 137 36 11 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 292

市町村区分

職員数

合計
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表４ 家屋評価システムの導入状況（都道府県（不動産取得税）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 家屋評価システムの導入状況（都道府県（不動産取得税）） 

 

 

表５ 家屋評価システムを導入している市町村における職員数 

 

※最頻値を黄色で着色しており、以下同様である。 

 

表６ 家屋評価システムを導入していない市町村における職員数 

 
 

都道府県 導入している 導入していない 合計

都道府県 21 25 46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

特別区・政令市 3 6 4 4 3 20

中核市 2 3 2 7 40 6 2 62

その他の市 14 117 96 124 78 74 35 58 25 27 41 1 690

町村 4 194 306 96 37 8 7 1 2 655

合計 4 208 423 192 161 88 81 36 61 27 34 83 10 6 6 4 3 1,427

市町村区分

職員数

合計

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

特別区・政令市 1 1

中核市

その他の市 2 6 4 1 1 4 2 20

町村 3 94 131 32 10 1 271

合計 3 96 137 36 11 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 292

市町村区分

職員数

合計
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表７ 家屋評価システムを導入している市町村における評価棟数 

 

 

表８ 家屋評価システムを導入していない市町村における評価棟数 

 

 

表９ 家屋評価システムの導入（初期）経費（回答があった市町村のみ集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村区分 0
1～
10

11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101～
200

201～
300

301～
400

401～
500

501～
1,000

1,001
～
2,000

2,001
～
3,000

3,001
～
4,000

4,001
～
5,000

5,001
～
10,000

10,001
～
20,000

20,001
～ 合計

特別区・政令市 4 7 4 3 1 1 20

中核市 1 10 38 13 62

その他の市 1 3 2 2 12 64 153 133 96 66 132 26 690

町村 3 52 86 74 72 71 161 101 29 5 1 655

合計 3 53 89 76 74 83 225 254 162 101 68 142 64 17 7 4 3 1 1 1,427

市町村区分 0
1～
10

11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101～
200

201～
300

301～
400

401～
500

501～
1,000

1,001
～
2,000

2,001
～
3,000

3,001
～
4,000

4,001
～
5,000

5,001
～
10,000

10,001
～
20,000

20,001
～ 合計

特別区・政令市 1 1

中核市 0

その他の市 1 1 1 1 7 2 2 4 1 20

町村 18 126 49 26 18 9 20 5 271

合計 18 127 49 27 19 9 21 12 2 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0 292

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

10万円未満 1 1 1 3

10万円以上50万円未満 10 16 4 5 3 1 1 1 1 1 43

50万円以上100万円未満 16 44 12 11 4 1 4 2 1 95

100万円以上200万円未満 1 20 35 16 8 9 6 1 4 3 1 2 1 107

200万円以上300万円未満 23 32 20 11 8 7 3 2 2 2 110

300万円以上400万円未満 12 15 10 9 5 1 1 2 1 2 58

400万円以上500万円未満 3 10 6 5 1 1 2 1 3 1 1 34

500万円以上600万円未満 4 7 8 1 2 1 2 2 1 1 29

600万円以上700万円未満 4 1 2 2 4 1 14

700万円以上800万円未満 3 2 4 1 1 1 2 1 1 1 17

800万円以上900万円未満 1 2 1 1 1 1 7

900万円以上1,000万円未満 1 3 2 1 4 11

1,000万円以上2,000万円未満 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 19

2,000万円以上3,000万円未満 1 2 3

3,000万円以上 1 1 2 4

合計 1 86 165 80 69 37 25 9 19 9 13 25 8 2 2 2 2 554

合計導入（初期）経費

職員数

－7－
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表 10 家屋評価システムの年間経費（回答があった市町村のみ集計） 

 

 

表 11 家屋評価システムを導入していない理由 

 

 

図４ 家屋評価システムを導入していない理由 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11～
20

21～
30

31～
40

41～
50

51～
100

101
～

10万円未満 4 6 1 1 12

10万円以上20万円未満 11 19 2 2 1 1 36

20万円以上30万円未満 1 33 35 7 3 3 2 1 85

30万円以上40万円未満 26 45 12 14 5 1 1 1 2 107

40万円以上50万円未満 1 12 30 16 7 5 2 2 2 1 1 1 1 81

50万円以上100万円未満 2 62 132 57 48 13 15 4 13 1 6 9 1 363

100万円以上150万円未満 17 44 29 28 23 10 8 5 4 5 11 2 186

150万円以上200万円未満 5 14 19 15 11 11 4 8 4 7 6 3 107

200万円以上250万円未満 5 8 8 5 11 2 3 7 5 10 1 65

250万円以上300万円未満 2 1 6 1 4 5 2 1 6 2 1 1 32

300万円以上350万円未満 1 2 4 6 1 5 1 1 21

350万円以上400万円未満 1 1 3 1 4 1 11

400万円以上450万円未満 1 3 1 1 3 9

450万円以上500万円未満 1 1 1 2 5

500万円以上1,000万円未満 2 1 1 5 1 2 2 2 1 17

1,000万円以上 1 1 2 1 5

合計 4 170 333 152 132 68 63 27 50 25 28 66 10 5 4 2 3 1,142

職員数

合計年間経費（区分）

市町村区分
①財政的
に難しい

②Excel等
で自作

③評価棟
数が少な

い

④評価を
外部委託
している

⑤県から
配布され
たExcelを
使用

⑥今後導
入予定 ⑦その他

特別区・政令市 1

中核市

その他の市 7 10 6 4 3

町村 144 139 21 36 4 11 11

合計 151 149 21 42 4 15 15

都道府県 4 23 2

－8－



8 
 

表 10 家屋評価システムの年間経費（回答があった市町村のみ集計） 

 

 

表 11 家屋評価システムを導入していない理由 

 

 

図４ 家屋評価システムを導入していない理由 
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30万円以上40万円未満 26 45 12 14 5 1 1 1 2 107

40万円以上50万円未満 1 12 30 16 7 5 2 2 2 1 1 1 1 81

50万円以上100万円未満 2 62 132 57 48 13 15 4 13 1 6 9 1 363

100万円以上150万円未満 17 44 29 28 23 10 8 5 4 5 11 2 186

150万円以上200万円未満 5 14 19 15 11 11 4 8 4 7 6 3 107

200万円以上250万円未満 5 8 8 5 11 2 3 7 5 10 1 65

250万円以上300万円未満 2 1 6 1 4 5 2 1 6 2 1 1 32

300万円以上350万円未満 1 2 4 6 1 5 1 1 21

350万円以上400万円未満 1 1 3 1 4 1 11

400万円以上450万円未満 1 3 1 1 3 9

450万円以上500万円未満 1 1 1 2 5

500万円以上1,000万円未満 2 1 1 5 1 2 2 2 1 17

1,000万円以上 1 1 2 1 5

合計 4 170 333 152 132 68 63 27 50 25 28 66 10 5 4 2 3 1,142

職員数

合計年間経費（区分）

市町村区分
①財政的
に難しい

②Excel等
で自作

③評価棟
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配布され
たExcelを
使用
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都道府県 4 23 2
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家屋評価システムを導入している団体と導入していない団体について、職員数に

よりクロス集計したものが、表５・表６である。導入していない自治体の多くは職員

数１～２名の小規模な自治体であることがわかる。 
１年間の評価棟数によるクロス集計は表７・表８に示すとおりとなり、導入して

いない自治体の多くは年間評価棟数の少ない小規模な自治体であることがわかる。 
各自治体の導入（初期）経費及び年間経費と職員数によるクロス集計は、表９・表

10に示すとおりとなり、導入経費などと職員数にはおおむね比例関係があった。 
家屋評価システムを導入していない理由については、表 11 に示すとおり、「財政

的に難しい」、「Excel等で自作」とした団体が多数を占めた。 
これらのアンケート結果を踏まえると、家屋評価システムを導入していない自治

体は、１年間の評価棟数が少ない中で、家屋評価システムの導入に係るコストの財

政的な負担を考慮し、導入に踏み切っていないものと推察される。 
また、令和５年度の当委員会の報告書では上記のアンケート結果を踏まえて、表

12のとおり、家屋評価システムの標準化によって評価内容の均質化を目指すことよ

りも、評価基準をより明確なものに見直すことや、自治体において裁量を認めてい

る評価基準を適用する際における具体的な手順（以下「評価手順」という。）の統一

的なルールを定めることが優先課題である旨指摘されている。 
 

表 12 家屋評価システムの運用に係る現状と課題 
（令和５年度の当委員会の報告書まとめ） 

Ⅴ まとめ 
２ 家屋評価システムの運用に係る現状と課題について 
（３）アンケート結果等を踏まえた今後の課題 
自治体が家屋評価システムの標準化について特に期待を寄せる点は一般的なシステムの標準化

によるメリットよりも、「評価内容の均質化」であることがわかったが、これは裏を返せば、現行

の評価基準が自治体における裁量の幅の一定程度確保された仕組みとなっていること、また、評価

方法に関する具体的な手順や要領についての詳細かつ統一的な決まりがなく、自治体の判断に委

ねられている部分が少なくないことにより、評価内容が必ずしも全国的に均質とはいえない状況

になっているのではないか、といった懸念の表れであるとも考えられる。 
このような状況を踏まえると、システムの標準化に向けた順序としては、まず評価基準の見直し

により、評価基準そのものをより明確で、裁量の余地が少ないものに改めることや、評価基準では

具体的な手順や方法が示されていない比準評価や明確計算の各評価手法についても、マニュアル

化する等の方法によって、その統一的なルールを定めることが適当であり、これらの取組が優先課

題となるものと考えられる。 
そして、以上のような制度的対応を踏まえた上で設計されたシステムが、真に自治体の期待に応

えられる標準システムとなる。 

－9－
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一方で、自治体は「独自評点・独自補正が使えなくなるのではないか」、すなわち「地域の実情

に即した評価の幅が狭まることにより、結果として納税者の理解が得られにくくなるのではない

か」という点に最も不安を感じているが、「評価の均質化」と「評価における裁量の余地の確保」

は両立が難しい点もあり得るものと考えられることから、両者のバランスを十分に考慮して評価

基準の見直しを検討する必要がある。 
 また、小規模な自治体に向けて、標準システムを導入する際の費用負担を軽減できる工夫につい

て検討することも今後の課題と言える。 
あわせて、評価事務の効率化を実現するためには、ＡＩやＢＩＭ・ＣＡＤデータの活用などが考

えられるが、このような新しい技術を円滑に導入するための前提として、必要となる評価上のルー

ルや課題を把握するとともに、自治体やシステム開発業者等の動向にも注視し、適切な支援や情報

共有等を図ることが望ましい。 

出所：令和５年度家屋に関する調査研究「家屋評価における諸課題の検討」（（一財）資産評価シス

テム研究センター）Ｐ.53 
 
 ２ 家屋評価システムの状況 

令和７年度第２回委員会（2025年８月 29日（金））において、家屋評価システムの

代表的なベンダーの一つであるＮＴＴ-ＡＴエムタック株式会社を招聘し、「評価シス

テムと基幹システムの整理について」および「家屋評価におけるデジタル化の取組に

ついて」の２つの議題について意見交換などを行った。意見交換などの概要を示すと

以下のとおりであった。 

 

（１）家屋評価システムの機能について 

ＮＴＴ-ＡＴエムタック株式会社が開発する家屋評価システム「ＨОＵＳＡＳ」（ハ
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（２）ベンダーへのヒアリング内容 
ＮＴＴ-ＡＴエムタック株式会社に対するヒアリング内容を、①家屋評価の実務を

担う自治体の立場からの活用と②評価基準の改正を検討する立場からの活用に分け

ると、以下のとおりであった。 

 

①  自治体の立場からの活用 

１ 作図により施工数量を把握するとのことだが、見積書などから施工数量を把

握する、いわゆる「明確計算」についてはどのように対応されているのか。 

（答） 

 明確計算の機能も組み込まれており、その場合は作図によらず、見積書などの数

量を入力すれば評点数を算出することが可能である。補正項目に対応した補正係数

の適用も対応可能である。 

 

２ 比準評価についてはどのように対応されているのか。 

（答） 

 １㎡当たりの単価から比準する方法と、評点項目ごとに比準する方法のいずれか

が多いと思われるが、そのどちらにも対応している。また、比準評価により評価を

行う家屋であっても作図ができ、各階床面積を取得することも可能である。 
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３ 現地調査に当たって利用できる機能にはどういったものがあるのか。 

（答） 

 家屋評価システムをタブレット端末にインストールすることができるので、現地

調査を実施しながら、現地で確認した内容を随時システムに入力することができ、

評価作業の効率化を図ることが可能である。 

たまたま庁内に使用されていないタブレット端末があったため、その端末に本シ

ステムを導入したところ、追加費用なしに現地調査の効率が上がったという自治体

もある。 

 

②  評価基準の改正を検討する立場からの活用 

１ 自治体において、個別の家屋の評価データを一覧形式で出力することは可能

か。 

（答） 

可能である。出力項目を特定する場合も、システム側でパッケージのシステムと

して仕組みを作れば、各自治体で設定変更などを行う必要はない。 

 

２ 自治体に対して、出力項目を指定の上、個別の家屋の評価データの提出を依

頼するとした場合、プログラムの改修を行わなくても対応可能か。 

（答） 

基本的に可能と考える。事前に抽出する項目を指定いただければ、対応できるか

確認可能である。 

 

３ 過年度に評価した家屋の評価データは、システム上に蓄積されているのか。 

（答） 

自治体で評価した物件の評価データは、過年度用のデータベースに蓄積されてい

くことになっており、ＨОＵＳＡＳの過去評価物件を参照する機能（物件データベ

ース切替）を使えば、過去にどのように評価したかを調べることができる。また、

当該物件に増築が生じた場合には、当時の作図データに影響しない形で増築部分を

作図することができる。 

なお、既存家屋に係る評価額の算出は、家屋評価システムではなく、税務システ

ムで行われる。 

 

＜ヒアリング結果（まとめ）＞ 

➢  不明確計算、明確計算および比準評価のいずれにも対応しており、タブレット
端末を活用した現地調査などにより、評価作業の効率化を図ることもできる。 

➢  過年度に評価した家屋も含めて、家屋評価データの抽出が可能である。 
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 ３ 自治体の立場からの家屋評価システムの活用 
家屋評価システムの活用に当たっては、上記ヒアリング内容でも整理したとおり、

家屋評価の実務を担う自治体の立場からの活用と、評価基準の改正を検討する立場か

らの活用の２つが考えられる。 
まず、自治体の立場からの活用を考えると、表３および表４のとおり、家屋評価シ

ステムを導入している自治体と導入していない自治体があることから、両者における

家屋評価システムの活用に関する整理を行うと以下のとおりである。 
 

（１）家屋評価システムを導入している自治体 
導入している家屋評価システムにもよると考えられるが、家屋評価に必要な機能

を備えたシステムであれば自治体の評価事務に資するものと考えられ、引き続きの

活用が望まれる。 
 
（２）家屋評価システムを導入していない自治体 

当該自治体内における年間評価棟数と家屋評価システムの導入に係る財政的なコ

ストを考慮する必要があると考えられるが、評価誤りの防止、作業時間の短縮、評価

基準改正時における改正内容の反映の効率化などの観点から、早期に家屋評価シス

テムを導入することが望ましい。 
また、代表的なベンダーのシステムでは、ノンカスタマイズで自治体独自の評点

などの設定も可能であり、所要の補正なども再現可能である。したがって、家屋評価

システムの導入により、既存家屋との間に評価内容の齟齬が生じるなどの問題が生

じることは基本的にないものと考えられる。 
 
 ４ 評価基準の改正を検討する立場からの家屋評価システムの活用 

一方、評価基準の改正を検討する立場からの家屋評価システムの活用については、

上記ベンダーへのヒアリング結果を踏まえると、家屋評価システムを活用すれば、自

治体の有する大量の家屋評価情報について、比較的容易に収集することが可能である

ことから、以下のような場面で活用することが考えられる。なお、家屋評価情報の提

供に際しては、家屋評価情報に含まれる個人情報（他の情報と容易に照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）の取扱

いについて留意が必要となる。この点については、上記のベンダーへのヒアリングも

踏まえ、特定の個人を識別できない形で出力項目の指定を行うべきと考えられる。 
 
（１）標準量の改正 

家屋評価システムの活用により、明確計算によって算出された非木造家屋の鉄骨

量、鉄筋量、コンクリート量などの情報について収集可能となることが見込まれる。 
令和６年度の評価基準の改正（評価替え）が審議された、「第 39 回固定資産評価

－13－
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分科会議事要旨及び会議資料等（2023年３月 28日開催）5」の審議事項6を確認する

と、標準量の見直しに当たっては、「全国の既存家屋を対象とした調査に基づき、統

計的手法によって標準量を算出」とされている。当該調査については、全国の既存家

屋の情報を自治体から収集して、統計的手法により標準量を算出したものと推察さ

れる。 

標準量の見直しに係る検討に当たっては、既存家屋の鉄骨量、鉄筋量、コンクリー

ト量などの情報が必要となるが、家屋評価システムを活用することにより、統一的

なフォーマットで、かつ、従来よりも容易に情報収集することが可能と考えられ、デ

ータを提供する自治体側およびデータを用いて分析する側の双方にとって作業が効

率化されるなどのメリットがあるものと考えられる。 

 
（２）補正係数において「標準」となる数値などの見直し 

家屋評価システムの活用により、自治体が評価の際に適用している補正係数の情

報についても収集可能となることが見込まれる。 
補正係数に係る情報収集の結果、仮に大多数の家屋においてが増点補正（または

減点補正）されている補正項目があった場合、当該補正項目については、現状の「標

準」の数値などが現在の建築の実態に即したものとなっていない可能性があること

から、当該補正係数の「標準」の数値などについて現状把握を行うなど、見直しに向

けた検討を行うこととなるものと考えられる。 
このように、当該見直しが必要な箇所の抽出にも家屋評価システムを活用できる

と考えられる。 
 
（３）評価に使用されていない評点項目および大多数の家屋で「標準」が適用されてい

る補正項目の見直し 
家屋評価システムの活用により、評点項目・補正項目の情報についても収集可能

となることが見込まれる。 
評点項目・補正項目に係る情報収集の結果、仮に大多数の自治体が使用していな

い評点項目や、大多数の家屋で「標準」の値が適用されている補正項目があった場

合、現在の建築の実態に照らすと、当該評点項目・補正項目は設ける必要性が乏しい

ものである可能性があることから、家屋評価の簡素化・合理化に向けて、当該評点項

目・補正項目の廃止や見直しの検討を行うこととなるものと考えられる。 
このように、評価に使用されていない評点項目・補正項目の抽出にも家屋評価シ

ステムを活用できると考えられる。 
 
 

 
5 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/koteishisan_bunkakai/02zeimu05_04000054.html 
6 https://www.soumu.go.jp/main_content/000871486.pdf 
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（４）多くの自治体が設けている所要の補正（独自評点など）の評価基準への採用 
評価基準上、「所要の評点項目及び標準評点数がないとき、その他家屋の実態から

みて特に必要があるときは、木造家屋評点基準表又は非木造家屋評点基準表につい

て所要の補正を行い、これを適用することができる」（評価基準第２章第１節六１）

とされており、家屋評価システムの活用により、各自治体が設けている所要の補正

の情報についても収集可能となることが見込まれる。 
所要の補正に係る情報収集の結果、仮に、多くの自治体が設けている独自評点な
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図６ 家屋評価システムを活用して検討できると考えられる箇所 

 
  

（４）独自評点など （１）標準量の改正 （２）「標準」の見直し

（３）大多数の家屋で「標準」が適用されている
　　 補正項目の見直しなど
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ⅣⅣ  家家屋屋評評価価にに関関すするるデデジジタタルルデデーータタのの現現状状ととそそのの活活用用策策  
 

現在建築の分野において活用されているデジタルデータとして、特にＢＩＭの現状を

確認した上で、ＢＩＭを家屋評価へ活用するための現状の課題と、将来取り組むべき課

題を確認した。 

 
 １ ＢＩＭの現状など 

（１）ＢＩＭの概要 

ＢＩＭ（Building Information Modelling）とは、下記①および②の情報が入っ

た「建物情報モデル」を構築するシステム7、とされている。 

① ３次元の形状情報 

② 室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建物の属性情報 

 

 

図７ ＢＩＭのイメージ 

出所：建築ＢＩＭの意義と取り組み状況について 令和５年 12月（国土交通省） 

 

また、Ｈ30報告書では建物建築においてＢＩＭを活用することのメリットとして、

表 13に示す点が挙げられている。 

 

 

 

 

 
7 国土交通省「建築ＢＩＭの意義と取組状況について」（令和５年 12月）

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716005.pdf） 
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表 13 建物建築におけるＢＩＭ活用のメリット 

Ⅲ ＢＩＭの基本性能と活用状況等 

（１）ＢＩＭの基本性能 

○ ＢＩＭのメリットとして、以下の点が挙げられる。 

・設計内容の可視化 

３次元の建物モデルを活用することで、設計の透明性・説明性が高まり、関係者間の意思決

定が迅速になる。 

・建物情報の入力・整合性確認 

施工前において整合性が確保され、手戻りリスクが回避される。 

・建物情報の統合・一元化 

設計や建築に関する情報を集約した建物情報モデルが構築され、施設の運営や維持管理に活

用することができる。 

 

○ 従来のＣＡＤは手書きしていた図面をデジタルデータに置き換えただけのものであったの

に対し、ＢＩＭは柱・壁・床・窓などの建物部材のオブジェクトに属性情報を持たせることが

できる。 

 

（２）ＢＩＭの将来像（ロードマップ） 

 国土交通省は付属資料１のとおり、将来像と工程表を示しているが、これを確認

すると、ＢＩＭを社会インフラとして活用するに当たって、2026年春から建築確認

申請におけるＢＩＭ図面審査を開始し、さらに 2029年春にはＢＩＭデータ審査を開

始することとされている。 

また、建築業界全体の生産性の向上を実現するため、設計・審査・施工・保守の各

工程でＢＩＭデータの活用の普及を目指すこととされている。 

 さらに、建築・都市のＤＸとして、建築ＢＩＭの社会実装によって、「建築生産（設

計、施工、維持管理）や都市開発（計画、整備、維持管理）、不動産に関する業務の

『生産性の向上』」、「屋内空間（建築物）や屋外空間（都市）、不動産の『質（快適性、

安全性、利便性）の向上』」により、「建築・都市・不動産分野の情報と他分野（交通、

物流、観光、福祉、エネルギー等）の情報が連携・蓄積・活用できる社会の構築」を

将来的に目指すこととされている。 

 

（３）ＢＩＭの普及状況 

 設計関係団体、施工関係団体および維持管理・発注者関係団体などについて行わ

れた、ＢＩＭの普及状況に係る国土交通省の調査8（付属資料２）によると、ＢＩＭ

の導入率は、令和４年度は 48.4％であるのに対して、令和６年度では 58.7％となっ

 
8 建築分野におけるＢＩＭの活用・普及状況の実態調査＜概要＞（令和７年１月 国土交通省調べ） 

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001876975.pdf） 

－17－
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ており、ＢＩＭの普及が進んできていることが分かる。さらに、後述するＬＣＡの実

施などの建築分野の状況を考慮すれば、今後更にＢＩＭの導入が進展することが期

待される。 

 

 ２ ＢＩＭなどの家屋評価への活用に係る既往の調査研究 

建築分野で活用されているＢＩＭなどの家屋評価への活用については、Ｈ30報告書

およびＲ５報告書で整理されており、これらの報告書の概要を確認する。 

 

（１）Ｈ30報告書概要 

Ｈ30報告書の概要として、以下のとおり、報告書から「Ⅰ 調査研究の目的・背

景」および「Ⅵ まとめ」を抜粋する。 

なお、Ｈ30報告書では、ＢＩＭデータそのものを自治体が納税者から受領して家

屋評価に活用するという前提で調査研究が行われている。 

 

表 14 Ｈ30報告書概要 

Ⅰ 調査研究の目的・背景 

 固定資産税における家屋の評価方法は、再建築価格方式が採用されている。再建築価格方式

は、同じ時期に同一の資材を用いて造られた同規模の家屋は、ほぼ同様の評価額となることか

ら、家屋の評価を均衡の取れた適正なものとする優れた評価方法であるが、仕組みが複雑であ

るとの声が寄せられており、これまで累次にわたり、評点項目の整理統合など簡素化が図られ

てきたが、さらなる評価方法の簡素化・合理化が求められているところである。  

 このような中、資産評価システム研究センターでは、平成 29年度の固定資産税制度に関す

る調査研究委員会において、現行の部分別評価による積算過程を効率化する方法として、ＢＩ

Ｍ（Building Information Modering）等の情報化技術の活用による評価作業の簡素化の可能

性について検討されたところ、評点項目に必要な情報がＢＩＭの属性情報でカバーされていれ

ば、両者を結びつけるシステム構築により課税庁の積算作業が効率化され、特に大規模な事業

用家屋の評価の大幅な簡素化が期待されることから、引き続き検討することとされたところで

ある。  

 これを受けて、平成 30年度において、新たに学識経験者のほか、ＢＩＭを活用している建

設会社等の民間企業や、評価を行う自治体の委員からなる「資産評価システムに関する調査研

究委員会」を立ち上げ、情報化技術のうちＢＩＭに焦点をあてて、その基本性能や活用状況、

固定資産の評価への活用可能性等について研究を行うこととした。 

（略） 

Ⅵ まとめ 

  国内におけるＢＩＭの活用状況から、固定資産税の評価という視点でＢＩＭ活用の可能性
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があるのか、あるとすればどのような点が課題としてあるのかについて議論を進めたところ、

現状は竣工時のＢＩＭの不存在等から固定資産税の評価への活用は難しく、また、固定資産税

の評価のために必要な情報の追加入力等を企業に求める必要がある等課題が少なくないこと

が分かった。  

 今後、ＢＩＭが建築の各フェーズで一貫利用され、ファシリティマネジメント等の観点から

建物の資産価値を高めるものとして、所有者等不動産関係者の間でＢＩＭモデルが保有・共有

されるようになっていけば、その情報を固定資産税の評価にも活用していける可能性がみえて

くるのではないかとの結論に至ったものである。  

 また、国内の建築資材のコード体系は、現状では標準化されていないが、共通のコード体系

が構築されることにより、ＢＩＭでの資材の分類集計や関係者間でのＢＩＭ情報の流通へとつ

ながり、さらには資産評価との連携の鍵となると考えられる。ただし、国内で共通コード体系

が構築された場合でも、コードを活用した評点項目との紐付けについては、そのルールの作成

主体等の課題は依然として存在する。  

 しかしながら、課税庁における評価の現場では、評価対象の建物が多様化・複雑化する一方、

評価担当職員数は減少する傾向にあり、評価業務の効率化は避けて通れない喫緊の課題であ

る。  

 今回研究したＢＩＭのような新しい情報化技術を評価業務のプロセスに取り込むことがで

きれば、評価の効率化に資すると考えられることから、更なる研究を進めていくことが肝要で

ある。 

 

Ｈ30報告書においては、明確計算に関して、見積書から数量を拾い出す方法をＢ

ＩＭデータを用いて数量を拾い出す方法に切り替えることができれば、効率化に大

きく資することとなるとされているが、一方で、ＢＩＭデータを家屋評価へ活用す

る際の課題も多く挙げられており、それらを整理すると以下のとおりである。 

①  竣工時のＢＩＭが存在しない。（Ｈ30報告書 Ｐ.11） 

②  固定資産税評価に必要な情報の追加入力などを企業に求める必要がある。（Ｈ
30報告書 Ｐ.14） 

③  拾い出しルール、紐付けルールが必要である。（Ｈ30報告書 Ｐ.16） 

④  自治体側の人材育成や設備面も含めた環境整備が必要である。（Ｈ30 報告書 

Ｐ.22） 

⑤  申告納税制度ではないため、納税者側にどこまで協力を求められるかが問題と
なる。（Ｈ30報告書 Ｐ.22） 

 

（２）Ｒ５報告書概要 

Ｒ５報告書の概要として、以下のとおり、報告書から「3.1. ＢＩＭデータを用い

た計算方法」、「3.3. ＢＩＭデータを前提とした作業の流れ」、「3.3.6. ＢＩＭを前

－19－
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提とした固定資産評価の流れの例」を抜粋する。 

なお、Ｒ５報告書では、自治体がＢＩＭデータそのものを納税者から受領するの

ではなく、自治体が入力フォーマットを提示し、納税者側（設計者または施工者）に

協力を求めて必要項目を記入してもらう前提で調査研究が行われている。 

 

表 15 Ｒ５報告書概要 

3. ＢＩＭ データに基づいた明確計算の方法に関する考察 

3.1. ＢＩＭ データを用いた計算方法 

建築工事において ＢＩＭ データが作られるようになり、工事段階において様々なデジタ

ルデータが作成され、活用もされるようになっている。また、建設分野においてもデジタル・

トランスフォーメーションに関する技術導入や仕事の仕方の改変がしばしば試みられてい

る。例えば「フルＢＩＭ」と呼ばれるような２次元の図面の作成を必要最小限にとどめ、承認

行為や竣工図作成を ＢＩＭ に一本化するようなプロジェクトも登場している。そのため、従

来の図面を借り受けて家屋の固定資産評価を行う流れ自体が成り立たない可能性も存在す

る。 

そこで、研究者らは、家屋の固定資産評価を行う際に、建物に関するデータを有する施工者

（元請け）から情報提供を受けることを想定する。その際に、数量や個数だけでなく、補正係

数の算出に用いる程度や質の記入も行うことを想定する。 

 

 

（略） 
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（略） 
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3.3. ＢＩＭ データを前提とした作業の流れ 

3.3.1. 現状の設計施工業務の流れ 

まず、建築工事の流れにおいて、作成される各種図面の整理を行う。 

以下の図 10 に図面作成の流れを示す。施主に提出される図面は、確認申請図、契約図、竣

工図などがある。これら図面の作成については、設計料や監理料に含まれている。 

一方で工事の実施過程で、施工者サイドが取りまとめる方法により、総合図原図、総合図、

各種施工図が作成される。これら図面は、契約図の範囲内で、施工者側が設計の詳細度を上昇

させる過程で作成される図面である。これら図面の作成費用は工事費用の中から清算される。 

工事の開始前までに設計者・監理者が施主と相談のもと、施工者側の変更を反映した図面を

工種別に分けた状態で各種施工図として作成させ、設計者・監理者が承認したものが承認図と

なる。 

ただ、承認図作成後も、承認図に未記載の部分や、工事開始後に機器類のモデルチェンジな

どによる変更が行われる。 

最後に、工事過程で発生した変更をすべて反映し、竣工図として取りまとめる。 
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3.3.2. ＢＩＭを導入した場合の流れ 

現状、いくつかのプロジェクトにおいてＢＩＭ を中心とした運営方法が施行されている。

ただ、設計業務は建築士法により、施工業務は建設業法による規制の範囲内で実施される必要

があるため、プロジェクトの運営プロセスが大幅に変わるわけではない。 

基本的には各プロセスがＢＩＭに置き換わる運用が多い。以下の図 11 にＢＩＭによる運

営プロセスを示す。 

 

 

 

3.3.6. ＢＩＭを前提とした固定資産評価の流れの例 

これまでの議論を踏まえ、ＢＩＭを前提とした固定資産評価の流れを示す。 

なお、設計者が入力する場合と施工者が入力する場合の 2 通り考えられる。設計者が固定

資産評価のデータ入力を行う場合、竣工ＢＩＭに基づいて評価を行うことになる。 

また、施工者が入力する場合、施工数量に基づいた数量が入力されることになる。なお、施

工ＢＩＭによる数量ではないのは、実際の施工では、少し多めに発注するなどの工事プロセス

でのロスを想定した数量とするため、施工数量のほうがより実態に近い数量となると推定さ

れる。ただ、建物に資産として使われた部分に限定するという意味ではこちらも竣工ＢＩＭ 

に基づいたものにする方法も考えられる。 
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(1) 設計者が入力する場合：竣工 ＢＩＭ のデータに基づいた入力 

(2) 施工者が入力する場合：施工数量のデータに基づいた入力（施工ＢＩＭではない） 

以下の図 17に設計者が再建築費評点数に関する入力を行う場合を示す。この場合、設計者

が作成する責任のある竣工ＢＩＭに基づいた入力となる。 

施工者が機器選定を行う際に設計者が承認を行うことから、設計者も機器や材料の性能に

ついては知悉している。 

 

 

 

以下の図 18に施工者が再建築費評点数に関係する情報の入力を行う場合を示す。施工者の

業務フローの中で負担が少ない手順とする場合、施工時の業者への発注書に記入された施工

数量に基づいて数量を記入し、施工時 VEなどでの機器選定時の情報を基に、補正係数を算出

する。 
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Ｒ５報告書においては、自治体が入力フォーマットを提示し、設計者または施工

者に必要項目を記入してもらう前提で検討されていることから、設計者や施工者が

事前に家屋評価の根拠となる施工数量などを把握することとなる。このため、施主

に対して公租公課のシミュレーションを行うことが可能であることや、ＢＩＭデー

タを自治体が受領して自らで扱う必要がない、といったメリットが挙げられる。 

一方、Ｒ５報告書の中で具体的に挙げられてはいないが、当該方法では以下のよ

うな課題が考えられる。 

①  フォーマットに設計者が入力するか、施工者が入力するかで、数量が異なる可
能性がある。 

②  全市町村で共通の手順書および入力フォーマットが必要となる。 

③  評価基準を熟知していない設計者または施工者に記入させるため、課税庁によ
る細かなチェックが必要となる。 
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 ３ ＢＩＭに関する最新の取組 

（１）大手建設会社における最新の取組 

大手建設会社である清水建設株式会社が、ＢＩＭデータを活用して、３次元の固

定資産管理台帳としてオフィス内の什器・備品を管理するサービス9を開始したとの

ことから、令和７年度第４回委員会（2026年１月７日（水））に清水建設株式会社を

招聘し、当該サービスの紹介を受けた上で意見交換などを行った。 

当該サービスを含めたＢＩＭに関する最新の取組の家屋評価への活用について、

委員からは主に以下の意見があった。 

➢  償却資産の課税に活用できそうなサービスである。 

➢  建築後のファシリティマネジメントに活用できるシステム（サービス）である
ので、家屋評価にもつながるような部分を組み込むことも可能ではないか。 

➢  ２次元の竣工図は手直しが非常に大変であり、特に設備に関しては関連してい
る箇所が多岐に亘るため、手直しした場合には全てチェックを行う必要がある。

このため、大量の図面を確認する必要があるが、それに比べると、３次元のＢＩＭ

データの作成や手直しした場合の関連する箇所のチェックは容易である。 

➢  現行の家屋評価の事務においては、納税者から２次元の図面を提出してもらっ
ているが、３次元のＢＩＭデータが存在しているのであれば、それをわざわざ２

次元の図面に加工して評価を行うのは無駄な手間ということになる。 

➢  家屋評価が当該システムに組み込まれていれば、早期に固定資産税額の試算を
行うことが可能となり、所有者のメリットとなる。 

 

（２）建築物ＬＣＡにおけるＢＩＭの活用 

家屋評価との直接の関係はないが、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）の実施

においては、資材製造段階から解体段階に至るまでのライフサイクル全体を通じた

CO2等排出量（LCCO2（ライフサイクル CO2））の算定ツールにＢＩＭを連携させるこ

となどにより、設計者などにとって使い勝手のよい、ＤＸに対応した算定ツールの

開発が進められている10。また、付属資料３のとおり、国土交通省の「建築ＧＸ・Ｄ

Ｘ推進事業」では、ＬＣＡの実施による LCCO2 削減の推進と建築ＢＩＭの普及拡大

による生産性向上の推進を一体的・総合的に支援することとされており、ＬＣＡの

実施とＢＩＭ活用を合わせて行う場合は、ＢＩＭの活用に当たる費用への支援がな

されることとされている。建築物ＬＣＡは 2028 年度に制度の開始を目指しており、

このこともＢＩＭ普及の後押しになると考えられる。 

なお、ＬＣＡとは、建築物のライフサイクル全体における CO2 を含む環境負荷を

 
9 清水建設株式会社「固定資産管理サービス「Shimz One ＢＩＭ （プラス）」を提供」
（https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2024/2024050.html） 
10 建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会（国土交通省） 

建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた制度のあり方中間とりまとめ

（https://www.mlit.go.jp/common/001964665.pdf） 
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算定・評価することをいい、環境負荷の「見える化」が行われる。建築分野は日本に

おける CO2等総排出量の約４割を占めており、ＬＣＡの実施を通じて、LCCO2の削減

を図ることが重要とされている。 

 

 ４ デジタル技術の活用に係る課題 

（１）家屋評価への活用に当たっての課題 
上述のとおり、ＢＩＭデータを自治体が受領する前提で検討されたＨ30報告書で

は、以下の課題が挙げられていた。 

① 竣工時のＢＩＭが存在しない。 

② 固定資産税評価に必要な情報の追加入力などを企業に求める必要がある。 

③ 拾い出しルール、紐付けルールが必要である。 

④ 自治体側の人材育成や設備面も含めた環境整備が必要である。 

⑤ 申告納税制度ではないため、納税者側にどこまで協力を求められるかが問題と 

なる。 

 

また、ＢＩＭデータを自治体が受領せず、入力フォーマットに必要項目を設計者

または施工者に記入させる前提で検討されたＲ５報告書においては、以下の課題が

考えられた。 

① フォーマットに設計者が入力するか、施工者が入力するかで、数量が異なる可

能性がある。 

② 全市町村で画一的な手順書および入力フォーマットが必要となる。 

③ 評価基準を熟知していない設計者または施工者に記入させるため、課税庁によ

る細かなチェックが必要となる。 

 

委員会において、「３ 最新のＢＩＭに関する取組」を踏まえて、これらの課題に

ついて議論を行ったところ、委員からは主に以下の意見があった。 
➢  ＢＩＭデータの活用というのは、現在、納税者から紙で受領している見積書・図
面などの資料をＢＩＭデータで受領することとなるものであり、あくまで現在の

方法の延長にある話ではないか。 

➢  現在の方法の延長にある話であれば、Ｈ30報告書で想定されているような、企

業に対して、固定資産税評価に必要な情報の追加入力を求めるといった必要はな

い。 

➢  受領したＢＩＭデータを用いて施工数量などを拾い出す仕組みの検討は、評価
制度の見直しの中で検討する課題である。 

 

このように考えれば、Ｈ30報告書における②⑤およびＲ５報告書における①～③

の課題については、検討を要しないものと考えられ、また昨今は、上述のとおりファ

シリティマネジメントにＢＩＭデータを活用する事例も現れていることから、Ｈ30
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報告書における①の課題も解消される兆しがあるものと考えられる。 

上記を踏まえると、今後検討すべき課題としては、Ｈ30報告書における③（拾い

出しルール、紐付けルールが必要）および④（自治体側の人材育成や設備面も含めた

環境整備が必要）が残ったことになる。 

特に③の課題については、図 11のイメージ図のとおり、ＢＩＭデータから家屋評

価に必要な使用資材の数量データを抽出した上で、当該家屋に対応する再建築費評

点基準表などに適切に連携させる仕組みを構築することができれば、解決が可能と

考えられる。当該仕組みの構築について、委員からは、これらをつなぐソフトウェア

を開発する、当該作業を行う専門機関を設けるなどといった対応策が挙げられた。

なお、当該仕組みを実現することができれば、④の課題である自治体側のＢＩＭに

関する人材育成や設備面も含めた環境整備は不要となる。 

ただし、将来的には、ＡＩの活用などにより、ＢＩＭデータの属性情報に用いられ

る用語と評価基準に定められている用語の紐付けなどを容易に行うことができるよ

うになる可能性もあることから、引き続き、最新のデジタル技術についての情報収

集および当該技術の家屋評価への活用の検討を継続する必要がある。 

 

 
図８ ＢＩＭデータから家屋評価へつなぐイメージ 
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（２）今後の課題 
ここまで、ＢＩＭをはじめとする建築分野における最新のデジタル技術の状況

と、それらの家屋評価への活用に向けた課題について確認を行った。 
また、個々の自治体においては、家屋評価の簡素化・合理化に向け、ＡＩ技術の活

用をはじめとする家屋評価のデジタル化の取組について、検討が加速しているもの

と考えられる。 
一方で、評価基準に評価計算の詳細な手順が規定されていない中で家屋評価のデ

ジタル化を先行して進めたとしても、次のような事態が生じることも考えられる。 
➢  当該デジタル技術を活用できる（活用する）自治体が限られる可能性がある。 
➢  評価手順が未整理のままデジタル化を進めたとしても、自治体における現行の
運用に馴染まないデジタル技術となってしまう可能性がある。 

 
 
評価基準において評価計算の詳細な手順が規定されていないという点については、

表 12の令和５年度の当委員会の報告書でも指摘されている課題であり、当該課題の

解決は、家屋評価のデジタル化の進展や令和５年度の当委員会のテーマである家屋

評価システムの標準化に資することはもちろん、評価手順の標準化・評価の均質化

にもつながりうるものと考える。 

ついては、将来的な評価手順の標準化を見据えて、デジタル化に向けた検討を行

うことと並行して、自治体が現在運用している評価手順の確認および整理を進める

必要があり、例えば以下のような点の確認・整理を行うことが考えられる。 
 
① 評価手順・評点数算出過程の整理 
→ 評価額算出過程における手順や計算過程を整理・類型化。 
② 所要の補正（独自評点）の整理 
→ 各自治体が設定している独自評点・所要の補正を整理・類型化。 
③ 明確計算の評価方法の標準化 
→ 各自治体における数量の拾い出し方法、評点項目との紐付け方法などを整理。 
④ 比準評価の標準化 
→ 各自治体が比準評価において使用している帳票やその適用方法などを整理。 

 
なお、明確計算における概ねの事務の流れについてはＨ30報告書で以下のとおり

整理されており、今後の検討の参考になるものと考えられる。 
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（２）今後の課題 
ここまで、ＢＩＭをはじめとする建築分野における最新のデジタル技術の状況

と、それらの家屋評価への活用に向けた課題について確認を行った。 
また、個々の自治体においては、家屋評価の簡素化・合理化に向け、ＡＩ技術の活

用をはじめとする家屋評価のデジタル化の取組について、検討が加速しているもの

と考えられる。 
一方で、評価基準に評価計算の詳細な手順が規定されていない中で家屋評価のデ

ジタル化を先行して進めたとしても、次のような事態が生じることも考えられる。 
➢  当該デジタル技術を活用できる（活用する）自治体が限られる可能性がある。 
➢  評価手順が未整理のままデジタル化を進めたとしても、自治体における現行の
運用に馴染まないデジタル技術となってしまう可能性がある。 

 
 
評価基準において評価計算の詳細な手順が規定されていないという点については、

表 12の令和５年度の当委員会の報告書でも指摘されている課題であり、当該課題の

解決は、家屋評価のデジタル化の進展や令和５年度の当委員会のテーマである家屋

評価システムの標準化に資することはもちろん、評価手順の標準化・評価の均質化

にもつながりうるものと考える。 

ついては、将来的な評価手順の標準化を見据えて、デジタル化に向けた検討を行

うことと並行して、自治体が現在運用している評価手順の確認および整理を進める

必要があり、例えば以下のような点の確認・整理を行うことが考えられる。 
 
① 評価手順・評点数算出過程の整理 
→ 評価額算出過程における手順や計算過程を整理・類型化。 
② 所要の補正（独自評点）の整理 
→ 各自治体が設定している独自評点・所要の補正を整理・類型化。 
③ 明確計算の評価方法の標準化 
→ 各自治体における数量の拾い出し方法、評点項目との紐付け方法などを整理。 
④ 比準評価の標準化 
→ 各自治体が比準評価において使用している帳票やその適用方法などを整理。 

 
なお、明確計算における概ねの事務の流れについてはＨ30報告書で以下のとおり

整理されており、今後の検討の参考になるものと考えられる。 
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表 16 （参考）明確計算の事務の流れ 

Ⅱ 大規模事業用家屋の評価事務の現状と課題 

（２） 大規模事業用家屋の評価事務の流れ 明確計算によって評価を行う場合の事務の流れ

は、おおむね以下のとおりである。 

 

＜評価事務の流れの例＞ 

① 対象家屋の把握 

➢ 建築確認申請、登記、現地調査、航空写

真等の情報により、新築・増改築家屋（対

象家屋）を把握する。 

  

② 調査協力依頼 

➢ 所有者等に調査協力を依頼し、見積書・

竣工図等の評価資料の借用について調

整する。 

  

③ 資料借用・返却 

➢ 所有者等から見積書・竣工図等評価資料

を借用し、必要な部分についてコピーを

作成する。 

  

④ 実地調査 
➢ 対象家屋の外観や内部の使用資材等を

実際に確認するため、実地調査を行う。 

  

⑤ 家屋として評価する資材の 

拾い出し 

➢ 見積書・竣工図等から家屋として評価す

る資材と数量を拾い出し、部分別に分類

する。 

  

⑥ 評価項目との紐付け 
➢ 拾い出した資材名を、該当する評価基準

の評点項目と紐付ける。 

  

⑦ 建築設備の設置箇所の確認 

及び数量の把握 

➢ 竣工図から、建築設備の設置箇所と数

量、対象面積等を確認する。 

  

⑧ 計算後の点検・決裁 
➢ 積み上げた評点数を計算後、点検・決裁

を行う。 

 

一連の評価事務の流れの中で作業量が多い手順は、主に家屋として評価する資材の拾い出

し、評点項目との紐付け、建築設備の設置箇所の確認及び数量の把握に係る作業であり、具体

的には以下のような手順で事務が進められている。 
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【家屋として評価する資材の拾い出し】 

見積書の工事別内訳書に記載されている使用資材等について、家屋として拾い出しが必

要な資材であるか否かを判断した上で、数量を拾い出し、その資材が評価基準のどの部分別

に該当する資材であるかを整理する。 

なお、単位当たり標準評点数は、資材費及び労務費のほか取り付け下地の工事費も含めて

積算されており、仕上げなど表面に見える資材の評点を付設することで下地の資材も含ま

れることとなるため、拾い出しには注意が必要である。 

また、建築設備については、テナントが所有する設備や、特定の生産又は業務の用に供さ

れる設備は償却資産となることから、家屋と償却資産との仕分け作業も必要となる。 

 

【評点項目との紐付け】 

家屋として拾い出す必要がある資材については、評点基準表の評点項目にあてはめる作

業を行うが、見積書には一般的な資材名ではなく商品名で記載されることが多く、当該商

品がどの評点項目に該当するかという判断が必要になる。また、評点基準表の評点項目は

建築資材を網羅的に示しているものではないため、使用資材に該当する評点項目がないも

のも少なくなく、そのような場合には、他の用途の建物の評点基準表に該当する資材の評

点項目が示されているものの標準量等の相違を考慮した上で転用するなどにより評価する

必要がある。 

 

【建築設備の設置箇所の確認及び数量の把握】 

事業用家屋の場合、多種多様な設備が施工されることが多いが、設備ごとに竣工図等から

設置箇所、数量、面積等を手作業で計測・確認していく作業が必要となる。  
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【家屋として評価する資材の拾い出し】 

見積書の工事別内訳書に記載されている使用資材等について、家屋として拾い出しが必

要な資材であるか否かを判断した上で、数量を拾い出し、その資材が評価基準のどの部分別

に該当する資材であるかを整理する。 

なお、単位当たり標準評点数は、資材費及び労務費のほか取り付け下地の工事費も含めて

積算されており、仕上げなど表面に見える資材の評点を付設することで下地の資材も含ま

れることとなるため、拾い出しには注意が必要である。 

また、建築設備については、テナントが所有する設備や、特定の生産又は業務の用に供さ

れる設備は償却資産となることから、家屋と償却資産との仕分け作業も必要となる。 

 

【評点項目との紐付け】 

家屋として拾い出す必要がある資材については、評点基準表の評点項目にあてはめる作

業を行うが、見積書には一般的な資材名ではなく商品名で記載されることが多く、当該商

品がどの評点項目に該当するかという判断が必要になる。また、評点基準表の評点項目は

建築資材を網羅的に示しているものではないため、使用資材に該当する評点項目がないも

のも少なくなく、そのような場合には、他の用途の建物の評点基準表に該当する資材の評

点項目が示されているものの標準量等の相違を考慮した上で転用するなどにより評価する

必要がある。 

 

【建築設備の設置箇所の確認及び数量の把握】 

事業用家屋の場合、多種多様な設備が施工されることが多いが、設備ごとに竣工図等から

設置箇所、数量、面積等を手作業で計測・確認していく作業が必要となる。  
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ⅤⅤ  ままととめめ  

当委員会における今年度の検討内容は以下のようにまとめられる。 

 １ 家屋評価システムの活用 
（１）家屋評価システムの普及状況 

令和５年度におけるアンケート調査結果を確認したところ、多くの自治体が家屋

評価システムを導入している状況であった。 
また、当時の報告書では、家屋評価システムの標準化によって評価内容の均質化

を目指すことよりも、評価基準をより明確なものに見直すことや評価手順の統一的

なルールを定めることが優先課題である旨指摘されている。 
 
 （２）家屋評価システムの状況 

代表的なベンダーが開発する家屋評価システムの機能について、ヒアリングを行

ったところ、以下の①②の状況を捉えることができた。 
① 自治体の視点 
不明確計算、明確計算および比準評価のいずれにも対応しており、タブレット

端末を活用した現地調査などにより、評価作業の効率化を図ることができる。 
② 評価基準の改正を検討する立場の視点 
過年度に評価した家屋も含めて、家屋評価データの抽出が可能である。 

 
（３）自治体の立場からの家屋評価システムの活用 

自治体における家屋評価システムの活用状況は次のとおりであった。 
家屋評価システムを導入している自治体においては、家屋評価システムは自治体

の評価事務に資するものとして改良を重ねていると考えられ、引き続きの活用が望

まれる。 
家屋評価システムを導入していない自治体は、評価誤りの防止、作業時間の短縮、

評価基準改正時における改正内容の反映の効率化などの観点から、早期の導入が望

ましい。 
 
（４）評価基準の改正を検討する立場からの家屋評価システムの活用  

家屋評価システムを活用すれば、自治体の有する大量の家屋評価情報を比較的容

易に収集することが可能であることから、以下のような活用およびその後の評価基

準への反映の検討が可能と考えられる。 
① 標準量の改正 
② 補正係数において「標準」となる数値などの見直し 
③ 評価に使用されていない評点項目および大多数の家屋で「標準」が適用されて

いる補正項目の見直し 
④ 多くの自治体が設けている所要の補正（独自評点など）の評価基準への採用 
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 ２ 家屋評価に関するデジタルデータの現状とその活用策 
（１）ＢＩＭの現状等および既往の調査研究の確認 

ＢＩＭの概要、将来像、普及状況を、国土交通省の資料を用いて確認した。 

また、Ｈ30報告書は、自治体が納税者からＢＩＭデータを受領する前提で検討さ

れており、ＢＩＭの家屋評価への活用に当たって、以下の課題が挙げられていた。 

①  竣工時のＢＩＭが存在しない。 

②  固定資産税評価に必要な情報の追加入力などを企業に求める必要がある。 

③  拾い出しルール、紐付けルールが必要である。 

④  自治体側の人材育成や設備面も含めた環境整備が必要である。 

⑤  申告納税制度ではないため、納税者側にどこまで協力を求められるかが問題と
なる。 

一方、Ｒ５報告書は、ＢＩＭデータを自治体が受領せず、入力フォーマットに必要

項目を設計者または施工者に記入させる前提で検討されており、以下のような課題

が考えられた。 

①  フォーマットに設計者が入力するか、施工者が入力するかで、数量が異なる可
能性がある。 

②  全市町村で画一的な手順書および入力フォーマットが必要となる。 

③  評価基準を熟知していない設計者または施工者に記入させるため、課税庁によ
る細かなチェックが必要となる。 

 

（２）ＢＩＭに関する最新の取組 

大手建設会社の最新のＢＩＭに関する取組として、竣工ＢＩＭをファシリティマ

ネジメントに活用している事例を確認した。 

また、このような取組に加えて、建築物ＬＣＡの制度開始もＢＩＭ普及の後押し

になると考えられる。 

 
（３）デジタル技術の活用に当たっての課題 

委員会では、上記２．（２）のＢＩＭに関する最新の取組を踏まえて、２．（１）の

課題について議論を行い、ＢＩＭデータの活用が想定できる状況は、納税者から紙

で受領している見積書・図面などの資料をＢＩＭデータで受領するというものと考

えられ、あくまで現在の方法の延長にある話であることから、だとすれば、今後の課

題は、結果的に拾い出しルール・紐付けルールをどう設定するかという点に絞られ

る旨を確認した。 

これについては、ＢＩＭデータから使用資材の数量データを抽出した上で、家屋

評価システムに適切に連携させる必要があり、委員からは、これらをつなぐソフト

ウェアを開発する、当該作業を行う専門機関を設ける、などといった対応策が挙げ

られたが、将来的にはＡＩの活用などにより、ＢＩＭデータの属性情報に用いられ
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 ２ 家屋評価に関するデジタルデータの現状とその活用策 
（１）ＢＩＭの現状等および既往の調査研究の確認 

ＢＩＭの概要、将来像、普及状況を、国土交通省の資料を用いて確認した。 

また、Ｈ30報告書は、自治体が納税者からＢＩＭデータを受領する前提で検討さ

れており、ＢＩＭの家屋評価への活用に当たって、以下の課題が挙げられていた。 

①  竣工時のＢＩＭが存在しない。 

②  固定資産税評価に必要な情報の追加入力などを企業に求める必要がある。 

③  拾い出しルール、紐付けルールが必要である。 

④  自治体側の人材育成や設備面も含めた環境整備が必要である。 

⑤  申告納税制度ではないため、納税者側にどこまで協力を求められるかが問題と
なる。 

一方、Ｒ５報告書は、ＢＩＭデータを自治体が受領せず、入力フォーマットに必要

項目を設計者または施工者に記入させる前提で検討されており、以下のような課題

が考えられた。 

①  フォーマットに設計者が入力するか、施工者が入力するかで、数量が異なる可
能性がある。 

②  全市町村で画一的な手順書および入力フォーマットが必要となる。 

③  評価基準を熟知していない設計者または施工者に記入させるため、課税庁によ
る細かなチェックが必要となる。 

 

（２）ＢＩＭに関する最新の取組 

大手建設会社の最新のＢＩＭに関する取組として、竣工ＢＩＭをファシリティマ

ネジメントに活用している事例を確認した。 

また、このような取組に加えて、建築物ＬＣＡの制度開始もＢＩＭ普及の後押し

になると考えられる。 

 
（３）デジタル技術の活用に当たっての課題 

委員会では、上記２．（２）のＢＩＭに関する最新の取組を踏まえて、２．（１）の

課題について議論を行い、ＢＩＭデータの活用が想定できる状況は、納税者から紙

で受領している見積書・図面などの資料をＢＩＭデータで受領するというものと考

えられ、あくまで現在の方法の延長にある話であることから、だとすれば、今後の課

題は、結果的に拾い出しルール・紐付けルールをどう設定するかという点に絞られ

る旨を確認した。 

これについては、ＢＩＭデータから使用資材の数量データを抽出した上で、家屋

評価システムに適切に連携させる必要があり、委員からは、これらをつなぐソフト

ウェアを開発する、当該作業を行う専門機関を設ける、などといった対応策が挙げ

られたが、将来的にはＡＩの活用などにより、ＢＩＭデータの属性情報に用いられ

33 
 

ている用語と評価基準に定められている用語の紐付けなどは容易に行うことができ

ることとなる可能性も考えられることから、引き続き、最新のデジタル技術に関す

る情報収集および当該技術の家屋評価への活用の検討を続けていく必要がある。 

また、今後の課題として、評価基準に評価計算の詳細な手順が規定されていない

中で、先行して家屋評価のデジタル化を進めたとしても、現行の自治体における運

用に馴染まない可能性があることから、デジタル化の検討と同時に自治体の評価手

順の確認および整理を進めていく必要がある。 

更に、ＢＩＭについては、これまで主に設計・施工に活用されてきたが、近年では

建物の所有者において建築物の維持保全にも活用され始めている。こうした活用の

場に家屋評価の機能が加われば、課税庁の評価事務が軽減されるだけでなく、所有

者自らが早期に固定資産評価額を試算することが可能となるものと想定される。 

 
 ３ 総括 

今年度、当委員会では、家屋評価システムの評価データおよびＢＩＭをはじめとす

る建築分野のデジタルデータの活用策について検討するとともに、課題の整理を行っ

た。 

家屋評価システムについては、特に家屋の評価データの収集や分析の活用に有用で

あり、評価基準の改正に向けた検討にもつなげることができると考えられる。さらに

は、それが家屋評価の簡素化・合理化による更なる公平かつ適正な評価につながり、

納税者の家屋評価に対する理解も進むと考えられる。 

また、ＢＩＭなどのデジタルデータについては、既往の報告書で挙げられていた課

題をもとに、ＢＩＭに関する最新の取組なども参考にしながら、残された課題を絞り

込むことができた。今後は、評価手順の確認・整理を行うことなどを通じて、更なる検

討を続けていくことが肝要である。 
今年度の当委員会の研究成果が、家屋評価の簡素化・合理化に資するものとなれば

幸いである。 
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